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総 説

「標準的な乳幼児期の健康診査と

保健指導に関する手引き」について

山　崎　嘉　久

1．はじめに

　乳幼児健康診査（以下，乳幼児健診）は，母子健康

手帳とともにわが国の母子保健事業の基盤として広く

実施され，3～4か月児，1歳6か月児，3歳児健診

においては，全国どの市町村でも高い受診率が得られ

ている。しかしながら，精度管理や支援対象者のフォ

ローアップの評価など未だ現場で苦慮する課題も多

く，また市町村ごとの実施体制や実施内容の違いが，

住民の健康格差につながらないための工夫が必要であ

る。平成24～26年度厚生労働科学研究（健やか次世代

育成総合研究事業）「乳幼児健康診査の実施と評価な

らびに多職種連携による母子保健指導のあり方に関す

る研究」班（以下，研究班）では，標準的な乳幼児健

診のあり方を目的とした検討を行い，その成果を「標

準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き

～「健やか親子21（第2次）」の達成に向けて～」1）（以

下，「手引き」）にまとめた。

　本稿では，研究代表者の立場から「手引き」の趣旨

について概説する。

II．乳幼児健診の標準化を目指した「手引き」について

1．「手引き」の特徴

　「手引き」では，乳幼児健診事業における市町村と

都道府県の役割を示すとともに，「健やか親子21（第

2次）」の指標の考え方も盛り込んだ。

　乳幼児健診事業は，母子保健法とその関連法令や国

からの通知等を根拠とし，都道府県が広域的な支援と

して作成した「都道府県マニュアル」，関連の学会や

団体等が専門分野の知見をまとめた「ガイドライン・

市販書籍等」などの情報に基づいて運営されている。

「手引き」は，主に乳幼児健診事業の計画立案精度

管理標準的な保健指導の手法や事業評価の基本的な

考え方を示すものである（図1）。

2．乳幼児健診の意義

1）健康状況の把握

　個別の対象者の健康状況の把握にとどまらず，個別

の状況を地域の健康状況の把握につなげることが乳幼

児健診の意義の一つである。

　「健やか親子21（第2次）」では，健康水準の指標や

健康行動の指標の一部を乳幼児健診の全国共通の問診

項目に定めて市町村ごとに集計し，平成27年度に実施
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した分から毎年母子保健課調査として計上される。共

通の問診項目2）は，妊娠期や子育て期の家族の喫煙状

況などの生活習慣や，育てにくさを感じた時の対処状

況ゆったりした気分で子どもと過ごしているかなど，

個別の対象者の健康状況を把握して保健指導につなげ

るとともに，地域の状況の把握にも活用できるもので

ある。子育てに関する状況や子育て支援のニーズが把

握できる項目も含まれており，その集計値を子育て支

援のニーズと捉えた活用が可能である。

2）支援者との出会いの場

　健診の場は，対象者が一方的に指導される場ではな

く，親子が健診に参加し，地域の関係機関の従事者と

出会い，支援を円滑に開始するために活用される意義

もある。妊娠届出時からハイリスク妊婦を把握する活

動や乳児家庭全戸訪問事業など，乳幼児健診より前に

関係機関の従事者が親子に出会う機会が増えている。

乳幼児健診は，従事者との信頼関係を改めて結び直す

場としても重要である。

　『子育て支援に重点を置いた乳幼児健診』は，21世

紀初頭の小児保健のテーマとして画期的な視点3）であ

り，「健やか親子21」の指標に取り上げられた。最終

評価では90．3％の自治体が取り組んでいるとの結果4）

が得られた。しかし基盤が整備されても，ニーズを持

つ親子に支援が届かなければ意味がない。未受診者も

含めて，すべての親子を必要な支援につなげることが，

今後の乳幼児健診の目指すべき姿である。

3）多職種が連i携した保健指導による支援

　「手引き」では，標準的な保健指導の考え方を，①

親子の顕在的および潜在的健康課題を明確化し，その

健康課題の解決に向けて親子が主体的に取り組むこと

ができるように支援すること，②全国どこの市町村で

も，健診従事者が多職種間で情報を共有し，連携して

保健指導を実施することで，すべての親子に必要な支

援が行き届くことを保障するものとした。

　多職種が連携した保健指導では，各専門職種が有す

る技術や知識を健診に応用することなど，多角的な視

点が求められる。単に健診に従事する職種の数を増や

すことではなく，限られた人材の中でも多分野の専門

知識と技量を従事者間で共有し，工夫することにより，

分野間で切れ目のないサービスや支援を提供すること

が重要である。

4）一貫した行政サービスを提供するための共通の基盤づ

　くり

　子育て世代の生活状況はきわめて多様であり，また

里帰り出産や転居など移動が頻繁に起きている。居住

地域が変わっても一貫した母子保健サービスが提供さ

れる必要がある。すべての都道府県と市町村において

健診事業の共通の基盤を整えるために，標準的な評価

に基づいた事業計画と実施が必要である。

3．乳幼児健診における問診の意義

「手引き」では，乳幼児健診における保健指導のプロ
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図2　乳幼児健診時の保健指導プロセスの一例
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セスを主に集団方式の健診を念頭に図示化した（図2）。

このプロセスにおいて，問診は以下の機能を果たして

いる。

1）親子の困りごとや支援ニーズの把握による親子の顕在

　的・潜在的健康課題の明確化

　健康状態や親子の困りごと等の把握については，事

前に保護者が記入してくることが多い問診票を活用で

きる。ただし，そこから得られた情報をアセスメント

し，親子が持つ健康課題を明確化するプロセスが必要

となる。健康課題が顕在的で親子自身も実感して訴え

ている場合は，問診票の記述から実態が把握できるが，

健康課題が潜在的で親子も気づいていない場合も少な

くない。潜在的な健康課題の把握は予防的健康支援の

専門家としての健診従事者の重要な役割である。こう

した課題把握には十分な聞き取り等が必要となるた

め，対面式の問診が望ましい。

2）健診で確認すべき事項の整理～時系列的に見た問診の

　位置づけ～

　基本的には問診は来所時点での健康課題を把握した

うえで，健診で特に確認すべき事項，支援すべき事項

を整理するという機能がある。この点から，問診は健

診の最初に行うことが望ましいといえる。

3）健康課題を明確化する過程での支援

　問診で健康課題を明確化する過程では，受診者の悩

み等に共感し，寄り添いながら，受診者が目指したい

姿を確認している。この過程そのものが支援である。

受診者の心理的状況に十分留意し，健診の最後に満足

感を得られるような配慮が必要である。

　集団方式の健診の場合には，保健師が問診の役割を

担っていることが多いが，保健指導につなげる問診の

意義は，医師・歯科医師や看護獅，栄養士，歯科衛生

士など健診に従事するすべての職種間で共通に認識さ

れる必要がある。自治体内での全職種に向けた研修体

制の確立とともに，医療機関委託の場合などでは自治

体の状況に応じた工夫が必要である。

4．個別の保健指導における標準的な問診項目の活用

　「手引き」では，乳幼児健診における標準的な問診

項目を提示した。ここで標準的な問診項目とは，「必

須問診項目」と「推奨問診項目」に分けられる。必須

問診項目は「健やか親子21（第2次）」の指標と関連

づけられた重要な項目である。

　問診項目の標準化は自治体の状況や格差を把握する

ノ」・児　保健研究

ために欠かせない方法であり，乳幼児健診の意義の一

つである「個別の状況を地域の健康状況の把握につな

げること」の達成につながるものである。しかしこれ

らは，都道府県や国の集計に用いられるためだけの項

目ではない。問診である以上，個別の状況把握や支援

に活用されてこそ意味がある。「手引き」では，問診

項目の利活用のポイントを，「個別の健康状況把握と

保健指導」および「地域の状況把握とその活用」の両

面から記述した。ここでは，個別の保健指導に活用す

るポイントについていくつか例示する。

1）妊娠・出産について満足している者の割合（基盤課題

　A－3）

　「産後，退院してからの1か月程度，助産師や保健

師等からの指導・ケアは十分に受けることができまし

たか」の設問に対して「1．はい，2．いいえ，3．

どちらとも言えない」の選択肢で回答を求めるもので

ある（3～4か月児健診）。

　この設問は，「健やか親子21」の最終評価において，

「産後1か月までの助産師・保健師からの指導・ケア」

が満足度の低い項目であり，産後の支援が切れ目ない

保健対策の観点からも重要であるとの指摘に依ってい

る。この質問は産後ケアを評価することよりも，ケア

が不十分と感じている母親を，丁寧な支援につなげる

ために活用されるべきである。

　産後1か月の間は，特に育児不安の高まる時期であ

るため，この時期に助産師や保健師等からタイムリー

に指導やケアを受けられることは，地域で安心して子

育てしていくために重要である。十分にケアを受けら

れなかった，あるいはどちらとも言えないと回答して

いる母親に対しては，これまでの育児状況を確認しね

ぎらうとともに，必要なケアや指導を行い，安心して

子育てできるよう支援する必要がある。

2）この地域で子育てをしたいと思う親の割合（基盤課題

　C－1）

　「この地域で，今後も子育てをしていきたいですか」

の設問に対して，「1．そう思う，2．どちらかとい

えばそう思う，3．どちらかといえばそう思わない，4．

そう思わない」の選択肢で回答を求めるものである（3

～ 4か月児，1歳6か月児，3歳児健診）。

　自分の住む地域で子育てをしたいと思う親が多いと

いうことは，その地域におけるソーシャル・キャピタ

ルが充実していることを意味する。

　回答は，育児の孤立感・疎外感・不満感と関連する。
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問診では，回答者が地域に住んでどれくらいになるか

をまず確認する必要がある。そのうえで，主に①家庭

内の不安定さr②育児を通じた地域との関わり，③各

種行政サービスの認知度などに視点を当てる。否定的

な選択肢に回答する場合には，どのような視点が問題

であるのかを把握したうえで，子育てに関する支援に

アクセスできているか，必要な支援は何か，タイミン

グは適切かというような個別の保健指導が重要となる。

3）育てにくさを感じた時に対処できる親の割合（重点課

　題①一1）

　「あなたは，お子さんに対して，育てにくさを感じ

ていますか」に対する選択肢「1．いつも感じる，2．

時々感じる，3．感じない」で，「1．いつも感じる，

2．時々感じる」と回答した人に対して，「育てにく

さを感じた時に，相談先を知っているなど，何らかの

解決する方法を知っていますか」の追加設問で，「1．

はい，2．いいえ」の回答を求めるものである（3～

4か月児，1歳6か月児，3歳児健診）。

　ベースライン調査5では，育てにくさを感じている

親の割合は，子どもの年齢とともに増加したが，その

対処法を知っている親の割合は，どの年齢でも8割程

度であった。対処行動ができる親には，保健機関から

の助言や相談先に関する情報提供により支援が届く可

能性が高い。一方，対処法を知らない親に対しては，

支援が届くためにはどのような手段が必要なのか，親

の意欲・関心，支援者との関係，来所可能性，家庭訪

問の同意，他の母子保健事業や他機関活用状況，家族

や近隣との関係など支援の実現性を含め，健診従事者

間で情報共有しながら支援策を決定する必要がある。

つまり，対処法を知らない親に対する支援が，「親子

の顕在的および潜在的健康課題を明確化し，その健康

課題の解決に向けて親子が主体的に取り組むことがで

るように支援する」ことの具体例といえる。

　同様に，子どもを虐待していると思われる親の割合

（重点課題②一2）に関する問診項目も，対面問診の場

面で用いられる場合には，潜在的な不安や親子の課題

の把握につなげられる可能性がある。選択肢では「感

情的な言葉で怒鳴った」，「感情的に叩いた」など虐待

に関連した行為を尋ねてはいるが，これらに「はい」

と回答したという理由のみで児童相談所等に通告する

ものではない。なぜ不適切な行為に及んだのか，親と

の関係性を築きつつ丁寧に問診を進めることで，（潜在

的な）支援ニーズの把握につなげられる可能性がある。
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　なお，この設問に対しては．母子保健の現場で大き

な議論が沸き起こった。全国保健師長会が平成27年に

実施した会員向け調査結果6）には，『「表現が相談につ

ながるものではなく，却って保護者との信頼関係を壊

しかねない」などの現場の混乱が伺える意見もありま

したが，その一方で「細やかな支援をするきっかけと

して活用している」という事例も見受けられました』

と記述され，調査報告（概要）7｝には，『虐待そのもの

を把握するための問診項目ではなく，あくまでもきめ

細やかな支援をするきっかけの手段として活用してい

ることが読み取れた（原文のまま）』と総括されている。

　平成28年2月時点8｝において，健診現場における必

須問診項目への対応は，乳幼児健診の問診票に組み入

れている場合や，問診票とは別の用紙で対応をしてい

る場合（記名または無記名）など一様ではない。当面，

集計にあたってはこの点を十分に加味した分析が必要

であろう。ただ，乳幼児健診の問診を活用した「健や

か親子21（第2次）」の推進は，世界に先駆けた試み

であり，わが国の母子保健を取り巻く今日的な課題の

解決に寄与する可能性が高い。なお一層の議論は必要

であるが，その本来の目的が見失われることがないよ

う期待したい。

5．疾病スクリーニングの判定のばらつき

　愛知県では，県や保健所が管内の市町村や中核市と

ともに母子健康診査マニュアル9）を用いた乳幼児健診

に取り組んでいる。医師や歯科医師の判定基準を示す

とともに，平成23年度から従来の要指導要観察など

の区分ではなく，診察時の所見の有無などの判定結果

を集計している。その結果，市町間で判定頻度が大き

く異なっていることが明らかとなった（図3）。股関節

開排制限については，判定頻度の少ない市町に課題が

ある。乳児股関節脱臼は，オムツの当て方などの保健

指導や生活環境の変化などに伴い，発生頻度が大きく

減少した疾病である。しかし，その減少に伴って疾患

に対する認識が薄れ，近年，乳幼児健診での見逃しを

指摘する報告10・IDが認められる。判定の少ないことが，

すべて見落としにつながるとはいえないものの，医師

の判定手技の確認保護者に対する保健指導の強化や，

判定後の紹介機関の確保など都道府県とともに地域の

フォローアップ体制も加味した対応が必要である。さ

らに見逃し例を把握した場合には，その状況を診察医

にフィードバックすることが精度の向上につながる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　図3　股関節開排制限の判定頻度の市町間比較

　愛知県保健所管内47市町と3中核市の3～4か月健診受診児39290例のうち，出生50人未満を除いた43市町と3中核市について比

較すると，最大8．2％から最小0％まで大きな違いが認められた。特にLO％未満が18市町（38．3％）を占めていた（平成26年度，母

子健康診査マニュアルに基づく集計値）。

　さらに，3～4か月児健診における頸定，3歳児健

診で実施される視覚検査や検尿の判定頻度も大きく異

なっていた12）。日本小児腎臓病学会の3歳児検尿の全

国調査13では，検尿の事後措置がシステムとして確立

されていない地域が多くを占めていたと報告され，シ

ステムの見直しが求められている14）。厚生労働省科学

研究班15）　（研究代表者岡　明）においても，視覚検査

や聴覚検査などとともに制度の標準化について検討さ

れている。乳幼児健診において疾病をスクリーニング

することは，今も変わらず重要な意義を持つ。多様

な内容を同時に実施しなければいけない現場の状況に

あっても，精度管理の対象項目を焦点化するなどして

改善する必要がある。

6．精度管理とフォローアップの評価の考え方

　乳幼児健診は，疾病のスクリーニングから，子ども

の発育や発達の確認生活習慣の確立に向けた支援，

子育て支援につなげる保健指導などさまざまな内容を

含んでいる。疾病のスクリーニングだけ見ても，股関

節脱臼を発見する股関節検診1），先天性腎尿路奇形

を発見する3歳児検尿，視覚検診や聴覚検診など多種

多様な検診システムが混在している。

　現在，国の地域保健・健康増進事業報告において，

乳児健康診査，1歳6か月児健康診査，3歳児健康診

査について，一般健康診査では，「異常なし」，「既医療」，

「要観察」，「要医療（再掲）精神面・（再掲）身体面」，

「要精密」の区分を，精密健康診査では，「異常なし」，

「要観察」，「要医療（再掲）精神面・（再掲）身体面」

の区分により，乳幼児健診の総合的な結果として集計

されている。しかし，本来この区分は，精密健診で結

果が得られる個別の健康課題，例えば視覚検査，聴覚

検査や検尿など個々のスクリーニング項目に対して適

応されるべきものである。現実には，市町村の独自判

断で数値を報告しており，乳幼児健診の精度管理や評

価に利用できない状況にある。

　精度管理の適正化には，まず判定区分と保健指導の

区分の考え方を整理する必要がある（図4）。

1）健康状況を判定する区分

　医師・歯科医師の診察所見は基本的には「所見あり・

所見なし」で判定する。判定の際は，医師・歯科医師

や計測担当者，検査担当者の間で違いが生じないよう，

市町村で手順や判定基準を定める必要がある。愛知県

で実施されているように，都道府県単位で判定項目を

共通とし，判定結果を集計することで，評価につなげ

ることができる。

臼 検診：特定の病気に対する早期発見・早期治療を目的とする「検診」と，

　て記述する。

健康診査の略である「健診」とを区別し
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↓」再検査

医師等／
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　↓
／

　［｛列2］　　　　［t列1］

検査項目別　　疾病別
・異常なし　　・異常なし
・既医療　　　　・既医療

・要精密検査　　・要観察

　　　　　　・要紹介

　［例3］

健康課題別
・問題なし

・要指導

・要観察

・要治療

◎
（フォローアップ対象）

　　精度管理

支援の必要性の検討

　　　　・

；ニファレ

［：：i＞

保
健
指
導
区
分

「標準的な保健指導」に基づいた
総合半1」定

・ 支援の実現性を加味する
・支援対象を明確にする

［例4］

支援の必要性の判定★
・ 支援の必要性なし
・助言・情報提供で自ら行動
・保健機関の継続支援が必要
・他機関連携による支援が必要

’愛知県

母子健康診査マニュアル

健康課題別の
　経年変化

（フォローアップ対象）

支援後の状況把握

　　　　　　　　　事業評価

図4　精度管理と支援対象者のフォローアップ評価の標準化のための保健指導の判定区分の考え方

2）保健指導に用いる区分

　健康状況を把握するための保健指導と支援の必要性

に対する保健指導の区分には異なる考え方が必要であ

る。ここでは，「手引き」から，保健指導の判定に用

いる区分を引用する。特に［例4］に示した子育て支

援の必要性を判定する区分は，支援対象者の明確化や

評価に有用である16）。区分の明確化により，適正な精

度管理や，支援対象者のフォローアップの評価につな

げることができる。

3）関係機関との情報共有

　フォローアップ対象者の発達支援や子育て支援を評

価するためには，保育所や幼稚園・学校・教育委員会

との情報共有が必要となる。新潟県三条市など，教育

委員会と乳幼児健診の担当課を同じ組織とし，乳幼児

期から学齢期の健診や支援の情報を一元管理している

自治体もある。しかし，そのような地域はごく限られ

ており，乳幼児健診に携わる現場からは，関係機関と

の情報共有17・18）が強く求められている。評価は，地域

の基盤を整備し，子どもの健康や子育て支援の状況の

改善を目的としている。児童福祉法の理念のもと，す

べての子どもたちの健康と生活を保障するため，乳幼

児健診を所管する自治体の母子保健主管部局と関係機

関との円滑な情報共有が強く望まれる。

皿．「健やか親子21（第2次）」の達成に向けて

　「手引き」では，標準的な乳幼児健診の方向性につ

いて示したが，この概念を実用化するためには，より

実践的な検討が必要である。このため平成27年度から

立ち上げられた研究IJE”2）では，全国自治体調査等に

基づいて，今後解決すべき論点を「標準的な乳幼児健

康診査モデル作成に向けた提言～意見集約のための論

点提示～」にまとめた。主な論点として，「健やか親

子21（第2次）」の重点課題である「育てにくさ」を

感じる親に寄り添う支援や，妊娠期からの継続的な児

童虐待防止に関する保健指導健診の事前情報として

のハイリスク妊婦の把握と支援や，標準的な問診の活

用など親子のニーズを支援につなげる保健指導，歯科

保健や栄養指導・食育，発達障害等に関するフォロー

アップなど多職種の強みを活かした保健指導医療機

関委託健診における保健指導と行政機関との情報共

有，さらに乳幼児健診事業の評価のポイントや標準的

な乳幼児健診と保健指導を実践するための研修システ

ムを掲げている19）。

　今後，これらの論点について，乳幼児健診の現場担

当者や学術団体等の関係者とともに検討を重ね，「す

べての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向けた乳

幼児健診モデルの作成につなげる予定である。

注2） 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）【成育疾患克服等総合研究事業】乳幼児期の健康診査を通じた

　新たな保健指導手法等の開発のための研究（研究代表者山崎嘉久）
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